
令和５年度短期大学認証評価の結果について 

 

本学苑は、法令に基づき、令和 5年度に一般財団法人大学・短期大学基準協会の認証評価を

受け、令和 6年 3月８日付で不適格の評価を受けました。 

本評価結果を受けたことにつきまして、学苑として真摯に受け止めるとともに、改善に向け

ましては、引き続き真摯に取り組んで参ります。 

なお、この度の評価において早急に改善を要すると指摘された事項につきましては、すでに

全項目において改善している状況であり、令和 6 年度に再評価いただくことを予定してお

ります。 
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